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私立小学校の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準 

（趣旨） 

第１条 私立小学校（以下「小学校」という。）の設置認可及び収容定員変更の認可等については、法

令の定めるもののほか、この審査基準の定めるところによるものとする。 

（名称） 

第２条 小学校の名称は、小学校の目的にふさわしいものであり、かつ、県内の他の小学校と同一又

は紛らわしくないものとする。 

（設置者） 

第３条 小学校の設置者は、学校法人とする。 

（位置） 

第４条 小学校の位置は、児童の安全の確保を図るほか、教育上適切な環境であり、かつ、通学の利

便に配慮されたものでなければならない。 

（開設の時期） 

第５条 小学校の開設は、４月１日とする。 

（小学校の規模） 

第６条 小学校の規模は、原則として１学年２学級以上とする。ただし、他の学校を併設する場合又

は地域の実情等によってはこの限りでない。 

（１学級の生徒数） 

第７条 同時に授業を受ける１学級の児童数は、４０人以下とする。ただし、特別の事由があるとき

はこの数を超えることができる。 

（校長） 

第８条 校長は、常勤とする。ただし、同一法人の他の学校と併任する場合であって、各学校の教育

上支障のないときはこの限りでない。 

（教職員） 

第９条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。 

２ 教頭及び教諭の数は、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律（昭和 

３３年法律第１１６号）の例による。 

３ 教諭のうち、学級数に相当する数以上の教諭は専任の者でなければならない。 

第１０条 教諭は、特別の事情があるときは、その４分の１以内の範囲で、助教諭又は講師をもって 

充てることができる。 

（施設基準） 

第１１条 校舎等の施設は、堅ろうで、学習上、保護衛生及び管理上適切なものであり、かつ、学校

として一体性が確保されているものでなければならない。 

第１２条 校地、校舎、運動場の面積は、公立小学校の国庫補助の対象の例による。 

第１３条 校舎には、次に掲げる施設を備え、かつ、それらの施設は常に改善されなければならな

い。ただし、（２）に掲げる施設を除き、やむを得ない事由がある場合で教育上支障のないときは、

１の施設をもって２以上に兼用することができる。 

（１）校長室、会議室、教員室及び事務室 

（２） 学級数に相当する普通教室 

（３）理科教室、音楽教室、図画工作教室、家庭教室、視聴覚教室 

（４）図書室及び特別活動室 

（５） 保健室、休養室、更衣室、便所及び洗面所 



（設備基準） 

第１４条 小学校には、学習用、体育用及び保健衛生用の図書、機械、器具、標本、模型その他校具

を備えなければならない。 

２ 前項の校具は、学習上及び保健衛生上、有効適切なものであり、かつ、常に改善し、補充されな

ければならない。 

第１５条 第１３条の普通教室及び特別教室には、同時に授業を受ける１学級の生徒が学習するに必

要な相当の校具その他設備を備えなければならない。 

第１６条 小学校には、学校の規模に従い、保健衛生上必要な給水設備を備え、その水質は、衛生上

無害であることが証明されたものでなければならない。 

第１７条 小学校には、学校の規模に応じて、消火及び防火に必要な設備を備えなければならない。 

（施設及び設備の共用） 

第１８条 施設及び設備の他の学校との共用は、原則として認めない。ただし、教育条件の低下を来

すものでない場合であって、次の各号全てに該当する場合は、学級数に相当する普通教室を除き、 

必要最小限の範囲で認めるものとする。 

（１）同一法人が設置する学校であること。 

（２） 同一敷地内又は隣接地にあること。 

（３） 共用しようとする小学校及び他の学校それぞれにおいて、各学習指導要領等に基づく教育課程

の実施上支障がないこと。 

２ 小学校の施設（校地を含む。）及び設備は、負担付き又は借用のものであってはならない。ただ 

し、特別の事情があり、かつ、教育上支障のないことが認められる場合においては、この限りでな 

い。 

３ 校地には、教育目的以外のために使用される施設及び設備を設けてはならない。 

（教育課程） 

第１９条 小学校の教育課程は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）及び小学校学

習指導要領（平成１０年文部省告示第１７５号）の基準による。 

（収容定員増等の認可） 

第２０条 小学校の収容定員増加に係る学則の変更認可については、学校法人（高等学校、中学校、

小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校）の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基

準第１２条の規定を準用する。この場合において、同審査基準第１２条の各号中既設校とあるの

は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学及び高等専門学校を含むものと

する。 

（設置認可等の提出期限） 

第２１条 小学校を設置しようとする者及び収容定員増をしようとする者は、小学校開設予定年度若

しくは収容定員変更予定年度の前々年度の９月３０日までに別で定める計画書を知事に提出するも 

のとする。 

２ 申請書の提出は、前項の計画書の了承に基づき、計画の達成が確実となった時期に、関係書類を 

添えて、速やかに行うものとする。 

附則 

この基準は、平成１４年７月１日から施行する。 

 

私立中学校の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準 

（趣旨） 

第１条 私立中学校（以下「中学校」という。）の設置認可及び収容定員変更の認可等については、法

令の定めるもののほか、この審査基準の定めるところによるものとする。 

（名称） 

第２条 中学校の名称は、中学校の目的にふさわしいものであり、かつ、県内の他の中学校と同一又

は紛らわしくないものとする。 

（設置者） 

第３条 中学校の設置者は、学校法人とする。 

（位置） 

第４条 中学校の位置は、児童の安全の確保を図るほか、教育上適切な環境であり、かつ、通学の利

便に配慮されたものでなければならない。 

（開設の時期） 



第５条 中学校の開設は、４月１日とする。 

（中学校の規模） 

第６条 中学校の規模は、原則として１学年４学級以上とする。ただし、他の学校を併設する場合又

は地域の実情等によってはこの限りでない。 

（１学級の生徒数） 

第７条 同時に授業を受ける１学級の児童数は、４０人以下とする。ただし、特別の事由があるとき

はこの数を超えることができる。 

（校長） 

第８条 校長は、常勤とする。ただし、同一法人の他の学校と併任する場合であって、各学校の教育

上支障のないときはこの限りでない。 

（教職員） 

第９条 中学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。 

２ 教頭及び教諭の数は、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律（昭和 

３３年法律第１１６号）の例による。 

３ 教諭のうち、学級数に相当する数以上の教諭は専任の者でなければならない。 

第１０条 教諭は、特別の事情があるときは、その４分の１以内の範囲で、助教諭又は講師をもって

代えることができる。 

（施設基準） 

第１１条 校舎等の施設は、堅ろうで、学習上、保護衛生及び管理上適切なものであり、かつ、学校

として一体性が確保されているものでなければならない。 

第１２条 校地、校舎、運動場の面積は、公立中学校の国庫補助の対象の例による。 

第１３条 校舎には、次に掲げる施設を備え、かつ、それらの施設は常に改善されなければならな

い。ただし、（２）に掲げる施設を除き、やむを得ない事由がある場合で教育上支障のないときは、

１の施設をもって２以上に兼用することができる。 

（１）校長室、会議室、教員室及び事務室 

（２）学級数に相当する普通教室 

（３） 社会科教室、理科教室、音楽教室、美術教室、技術教室、家庭教室及びそれぞれの準備室 

（４）図書室及び特別活動室 

（５） 保健室、休養室、更衣室、便所及び洗面所 

（設備基準） 

第１４条 中学校には、学習用、体育用及び保健衛生用の図書、機械、器具、標本、模型その他校具 

を備えなければならない。 

２ 前項の校具は、学習上及び保健衛生上、有効適切なものであり、かつ、常に改善し、補充されな

ければならない。 

第１５条 第１３条の普通教室及び特別教室には、同時に授業を受ける１学級の生徒が学習するに必

要な相当の校具その他設備を備えなければならない。 

第１６条 中学校には、学校の規模に従い、保健衛生上必要な給水設備を備え、その水質は、衛生上

無害であることが証明されたものでなければならない。 

第１７条 中学校には、学校の規模に応じて、消火及び防火に必要な設備を備えなければならない。 

（施設及び設備の共用） 

第１８条 施設及び設備の他の学校との共用は、原則として認めない。ただし、教育条件の低下を来

すものでない場合であって、次の各号全てに該当する場合は、学級数に相当する普通教室を除き、

必要最小限の範囲で認めるものとする。 

（１）同一法人が設置する学校であること。 

（２） 同一敷地内又は隣接地にあること。 

（３）共用しようとする高等学校及び他の学校それぞれにおいて、各学習指導要領等に基づく教育課

程の実施上支障がないこと。 

２ 中学校の施設（校地を含む。）及び設備は、負担付き又は借用のものであってはならない。ただ

し、特別の事情があり、かつ、教育上支障のないことが認められる場合においては、この限りでな

い。 

３ 校地には、教育目的以外のために使用される施設及び設備を設けてはならない。 

（教育課程） 

第１９条 中学校の教育課程は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）及び中学校学



習指導要領（平成１０年文部省告示第１７６号）の基準による。 

（収容定員増等の認可） 

第２０条 中学校の収容定員増加に係る学則の変更認可については、学校法人（高等学校、中学校、

小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校）の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基

準第１２条の規定を準用する。この場合において、同審査基準第１２条の各号中既設校とあるの

は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学及び高等専門学校を含むものと

する。 

（設置認可等の提出期限） 

第２１条 中学校を設置しようとする者及び収容定員増をしようとする者は、中学校開設予定年度若

しくは収容定員変更予定年度の前々年度の９月３０日までに別で定める計画書を知事に提出するも

のとする。 

２ 申請書の提出は、前項の計画書の了承に基づき、計画の達成が確実となった時期に、関係書類を

添えて、速やかに行うものとする。 

附則 

この基準は、平成１４年７月１日から施行する。 

 

私立高等学校の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準 

（趣旨） 

第１条 私立高等学校（以下「高等学校」という。）の設置認可及び収容定員変更の認可等について

は、法令の定めるもののほか、この審査基準の定めるところによるものとする。 

（名称） 

第２条 高等学校の名称は、高等学校の目的にふさわしいものであり、かつ、県内の他の高等学校と

同一又は紛らわしくないものとする。 

（設置者） 

第３条 高等学校の設置者は、学校法人とする。 

（位置） 

第４条 高等学校の位置は、生徒の安全の確保を図るほか、教育上適切な環境であり、かつ、通学の 

利便に配慮されたものでなければならない。 

（開設の時期） 

第５条 高等学校の開設は、４月１日とする。 

（高等学校の規模） 

第６条 高等学校の規模は、原則として１学年４学級以上とする。ただし、他の学校を併設する場合

又は地域の実情等によってはこの限りでない。 

（１学級の生徒数） 

第７条 同時に授業を受ける１学級の生徒数は、４０人以下とする。ただし、特別の事由があるとき

はこの数を超えることができる。 

（校長） 

第８条 校長は、常勤とする。ただし、同一法人の他の学校と併任する場合であって、各学校の教育

上支障のないときはこの限りでない。 

（教職員） 

第９条 高等学校には、校長、教頭、教諭、事務職員のほか、実習助手及び養護教諭その他生徒の養

護をつかさどる職員を置かなければならない。 

２ 教頭、教諭、実習助手及び養護教諭その他生徒の養護をつかさどる職員並びに事務職員の数等

は、高等学校設置基準（昭和２３年文部省令第１号。以下「設置基準」という）による。 

３ 教頭及び教諭のうち、その半数以上は、他の職を兼ねず、また、他の職から兼ねない者でなけれ

ばならない。 

第１０条 特別の事情があるときは、前条の教諭は、その３分の１以内の範囲で、助教諭又は講師を

もって代えることができる。 

（施設基準） 

第１１条 校舎等の施設は、堅ろうで、学習上、保護衛生及び管理上適切なものであり、かつ、学校

として一体性が確保されているものでなければならない。ただし、学校としての一体性について

は、当該学校の教育課程の実施に必要な施設が最小限設置されており、さらに、教育条件の向上の

ため設置される施設の場合はこの限りでないものとする。 



第１２条 校地、運動場、校舎、その他の面積に関する基準は、設置基準による。 

第１３条 校舎には、次に掲げる施設を備え、かつ、それらの施設は常に改善されなければならな

い。ただし、（２）に掲げる施設を除き、やむを得ない事由がある場合で教育上支障のないときは、

１の施設をもって２以上に兼用することができる。 

（１） 校長室、会議室、教員室及び事務室 

（２）学級数に相当する普通教室 

（３）地理歴史科・公民科教室及びその標本室 

（４）物理、化学、生物、地学それぞれの実験室、標本室及び準備室 

（５） 音楽教室、図画教室、製図教室、工作教室、家庭科教室及びそれぞれの準備室及び書道教室 

（６）図書室、講堂及び体育館 

（７） 教員研究室 

（８）保健室及び休養室 

（設備基準） 

第１４条 高等学校には、学習用、体育用及び保健衛生用の図書、機械、器具、標本、模型その他校

具を備えなければならない。 

２ 前項の校具は、学習上及び保健衛生上、有効適切なものであり、かつ、常に改善し、補充されな

ければならない。 

第１５条 第１３条の普通教室、特別教室、実験室及び実習施設には、同時に授業を受ける１学級の

生徒が学習するに必要な相当の校具その他設備を備えなければならない。 

第１６条 高等学校には、学校の規模に従い、保健衛生上必要な給水設備を備え、その水質は、衛生

上無害であることが証明されたものでなければならない。 

第１７条 高等学校には、学校の規模に応じて、消火及び防火に必要な設備を備えなければならな

い。 

（施設及び設備の共用） 

第１８ 条施設及び設備の他の学校との共用は、原則として認めない。ただし、教育条件の低下を来

すものでない場合であって、次の各号全てに該当する場合は、学級数に相当する普通教室を除き、 

必要最小限の範囲で認めるものとする。 

（１）同一法人が設置する学校であること。 

（２）同一敷地内又は隣接地にあること。 

（３） 共用しようとする高等学校及び他の学校それぞれにおいて、各学習指導要領等に基づく教育課 

程の実施上支障がないこと。 

２ 高等学校の施設（校地を含む。）及び設備は、負担付き又は借用のものであってはならない。ただ

し、特別の事情があり、かつ、教育上支障のないことが認められる場合においては、この限りでな

い。 

３ 校地には、教育目的以外のために使用される施設及び設備を設けてはならない。 

（教育課程） 

第１９条 高等学校の教育課程は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）及び高等学

校学習指導要領（平成１１年文部省告示第５８号）の基準による。 

（収容定員増等の認可） 

第２０条 高等学校の収容定員増加に係る学則の変更認可については、学校法人（高等学校、中学

校、小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校）の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審

査基準第１２条の規定を準用する。この場合において、同審査基準第１２条の各号中既設校とある

のは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学及び高等専門学校を含むもの

とする。 

（設置認可等の提出期限） 

第２１条 高等学校を設置しようとする者及び収容定員増をしようとする者は、高等学校開設予定年

度若しくは収容定員変更予定年度の前々年度の９月３０日までに別で定める計画書を知事に提出す

るものとする。 

２ 申請書の提出は、前項の計画書の了承に基づき、計画の達成が確実となった時期に、関係書類を

添えて、速やかに行うものとする。 

附則 

この基準は、平成１４年７月１日から施行する。__ 



 

私立高等学校通信制課程の設置認可等に関する審査基準 

 

（趣旨）  

第１条 私立高等学校（以下「高等学校」という。）の通信制の課程の設置、通信制の課程を置く高等
学校（以下「実施校」という。）の設置、設置者の変更及び学則の変更（広域の通信制の課程に係る
もの及び通信制の課程の収容定員に係るものに限る。）に係る 認可については、法令の定めるもの
のほか、この審査基準の定めるところによるもの とする。  

（名称等）  

第２条 実施校の名称、設置者及び通信制の課程に係る教育課程については、私立高等学校の設置及
び収容定員変更の認可等に関する審査基準第２条、第３条及び第１９条の規定を準用する。  

（位置） 

 第３条 実施校の位置は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 ２３年法律第１
２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設
などの教育にふさわしくない施設が周辺に立地していないなど、生徒の教育上適切な環境に定めな
ければならない。  

（通信教育の区域）  

第４条 実施校の通信教育を行う区域（以下「実施区域」という。）は、面接指導や試験等を実施する
上で支障のない範囲で定めるものとする。  

２ 実施区域に他の都道府県を加える場合は、当該都道府県の意向を考慮しなければならない。この
場合において、当該都道府県から教育上支障がある旨の意見があったときは、当該都道府県の同意
を得た場合を除き、当該都道府県を実施区域から除外しなければならない。  

（通信教育連携協力施設）  

第５条 実施校の設置者は、教育上支障がないかぎり、当実施校の行う通信教育について連携協力す
る施設（以下「通信教育連携協力施設」という。）を設けることができる。  

２ 実施校の設置者は、通信教育連携協力施設を設ける場合には、学則において面接指導等実施施設
と学習等支援施設を区別し、それぞれの施設の名称、位置、定員など必 要な事項を記載するものと
する。 

３ 面接指導等実施施設は、実施校の分校又は協力校であることを基本とする。ただし、 特別の事情
があり、かつ、教育上支障がない場合は、大学、専修学校、指定技能教育施設（学校教育法第５５
条の規定による指定を受けた技能教育のための施設をいう。） その他の学校又は施設とすることが
できる。  

４ 通信教育連携協力施設の名称は、当該通信教育連携協力施設が高等学校であるとの 誤解を招くよ
うな名称その他不適切な名称にしてはならない。  

５ 実施校と通信教育連携協力施設の設置者が異なる場合、実施校の設置者は、教職員、施設、設備
その他連携協力を受ける内容について、通信教育連携協力施設の設置者と あらかじめ文書による取
り決めを行い、必要に応じて適切な指導・支援を行うよう努 めるものとする。  

（通信制の課程の規模）  

第６条 実施校における通信制課程の規模は、生徒の教育環境を確保するため、通信教育を行う区域
に属する都道府県内の生徒数の将来の見込みと、その時点において学校が用意している指導体制、
施設及び設備等を踏まえた適切な数とすること。  

２ 通信教育連携協力施設を設置する場合においては、通信教育連携協力施設ごとの定員を設定する
ものとし、通信教育連携協力施設の定員は、実施校の収容定員の範囲内 でなければならない。  

３ 実施校の設置者は、実施校の収容定員及び通信教育連携協力施設の定員が適切であることを、根
拠資料を用いて示すものとする。  

（校長）  

第７条 通信制の課程のみを置く高等学校（以下「独立校」という。）の校長は、常勤とする。ただ
し、同一の学校法人の他の学校と併任する場合であって、各学校の教育上支障のないときはこの限
りでない。  

（教職員） 

 第８条 実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主管教諭、指導教諭及び教諭並びに通信
制の課程の事務に従事する事務職員の数は、高等学校通信教育規程（昭 和３７年文部省令第３２
号。以下「教育規程」という。）第５条及び第６条に定めるところによる。  

２ 実施校の設置者は、生徒の実態等を踏まえ、各教科・科目等の指導のほか、生徒指導、進路指導
等の教職員配置に努めるなど、学校運営全般にわたり教育上支障がない ものとしなければならな
い。  



（実施校の施設及び設備）  

第９条 実施校は、堅ろうで、学習上、保護衛生及び管理上適切なものでなければならない。  

第１０条 校舎の面積は教育規程第８条に定めるところによる。 第１１条 実施校の校舎には、通信教
育の用に供する次に掲げる施設を備えるものとし、 必要に応じて専門教育を施すための施設を設け
るものとする。  

（１）教室（普通教室、特別教室等） 

（２）図書室、保健室 

（３）職員室  

２ 前項第１号及び第２号に掲げる施設は、全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校（以下
「併置校」という。）にあっては当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で
行う教育の用に供する施設と、独立校にあっては当該独立校の同一敷地内又は隣接地に所在する他
の学校等の教育の用に供する当該各号に掲げる施設に相当する施設と兼用することができる。  

３ 前項の規定に兼用する場合においては、併置校にあっては通信制の課程と他の課程とがそれぞれ
学習指導要領等に基づく教育課程の実施上支障がないこと、独立校にあ っては当該独立校と他の学
校等とが同一の学校法人の設置するものであり、かつ、それぞれ学習指導要領等に基づく教育課程
の実施上支障がないことを要する。  

第１２条 実施校は、生徒の教育上必要な運動場を確保するように努めなければならない。  

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の運動場に準用する。  

第１３条 実施校には、通信教育の用に供する図書、機械、器具、標本、模型その他校具を備えなけ
ればならない。  

２ 前項の校具は、学習上及び保健衛生上、有効適切なものであり、かつ、常に改善し、補充されな
ければならない。  

第１４条 実施校には、学校の規模に従い、保健衛生上必要な給水設備を備え、その水質は、衛生上
無害であることが証明されたものでなければならない。  

第１５条 実施校には、学校の規模に応じて、消火及び防火に必要な設備を備えなけれ ばならない。 

第１６条 実施校の施設及び設備は、負担付き又は借用のものであってはならない。ただし、特別の事 

情があり、かつ、教育上支障のないことが認められる場合においては、 この限りでない。  

２ 校地には、教育目的以外のために使用される施設及び設備を設けてはならない。  

（通信教育連携協力施設の施設及び設備）   

第１７条 通信教育連携協力施設は、周辺に教育にふさわしくない施設が立地していないなど、生徒
の教育上適切な環境に設けなければならない。  

２ 面接指導等実施施設の施設及び設備、指導体制等は、当該面接指導等実施施設と実施校との連携
協力の内容等に応じて、実施校と同等の水準又は面接指導や試験等を適切に実施することができるも
のでなければならない。  

３ 学習等支援施設の施設及び設備は、教育上及び安全上支障がないものでなければならない。  

４ 実施校の設置者は、通信教育連携協力施設を設ける場合には、前３項の基準を満たすことを確認
し、その結果を文書により示さなければならない。また、当該通信教育連携協力施設を他の都道府県
に設ける場合には、当該都道府県の知事が定める高等学校通信教育課程の設置認可基準（当該基準が
定められていないとき又は公表されてい ないときを除く。）を参酌して確認を行うものとし、その結
果も併せて文書により示さなければならない。なお、当該確認の結果、当該都道府県から教育上支障
がある旨の意見があった場合、又は当該基準に適合しないと認められる場合は、当該都道府県の同意
を得た場合を除き、当該通信教育連携協力施設を設置してはならない。  

第１８条 面接指導等実施施設において、例えば、理科、音楽、美術、家庭、情報、体育等の観察実 

験、実習、実技等を行う必要のある教科・科目等の面接指導を行う場合 においては、そのために必
要な施設及び設備や運動場等の確保を要する。  

２ 面接指導等実施施設の施設や設備が負担付又は借用である場合は、実施校の設置者が安定的に使
用できる契約等が締結されていなければならない。  

（通信教育の方法等）  

第１９条 通信教育の実施に当たっては、高等学校学習指導要領（平成３０年文部科学 省告示第６８
号）等に基づき、適切に実施しなければならない。  

２ 実施校の設置者は、特に以下を満たす体制の整備を要する。 

（１）添削指導、面接指導及び試験並びにその評価は、各教科の教員免許状を取得している実施校の
教員が行うこと。 

（２） 各教科・科目及び総合的な探究の時間、特別活動は、高等学校学習指導要領において定める添
削指導の回数や面接指導の単位時間数の標準を踏まえた、十分な指導 回数を確保すること。  

（３）添削指導に用いる課題については、知識・技能のみならず、思考力・判断力・表現力等を育む



観点から、文章で解答する記述式を一定量取り入れること。 

（４）面接指導については、生徒を実施校又は面接指導等実施施設のいずれかに登校さ せて行うこ
と。この際、少人数で行うことを基本とし、多くとも４０人を超えない 範囲内で設定すること。 

（５）通信教育を行うに当たっては、試験並びに多様なメディアを利用して行う学習及び当該学習に
よる報告課題の作成等によりその成果が満足できると認められる場合の面接指導等時間数の免除
の運用等も含め、高等学校教育として必要とされる学習の量と質を確保して行うこと。  

３ 実施校の設置者は、通信教育連携協力施設において生徒募集等が行われる場合には、募集要項や
パンフレット等において、実施校が行う高等学校通信教育と通信教育連携 協力施設が独自に行う
活動の別や、それに係る費用の区別について、生徒・保護者に適切かつ明確な説明が行われるよ
う指導しなければならない。  

第２０条 実施校は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第１３条に規定する学校い 

じめ防止基本方針、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条第１項 に規定する消防計画、学校 

保健安全法第５条に規定する学校保健計画、同法第２７条に規定する学校安全計画、同法第２９条 

第１項に規定する危険等発生時対処要領、教 育規程第４条の３に規定する通信教育実施計画など、 

法令上作成することが義務付けられている計画について作成しなければならない。  

第２１条 実施校は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く
周知を図ることができる方法によって教育規程第１４条第１項に規定する情報の公表を行わなけれ
ばならない。その際、実施校及び通信教育連携協力施設における教育の方法・内容、授業料・入学
料等の費用その他の情報について、生徒・保護者に誤解を招くおそれのないように適切に表示しな
ければならない。  

（認可前の募集活動等）  

第２２条 設置認可等の申請を行っている者（申請を行おうとする者を含む。以下「申請者」とい
う。）は、当該認可を受ける日までの間、生徒の募集（入学願書の受付、入 学試験の実施その他こ
れらに類する行為をいう。）を行ってはならない。  

２ 申請者は、前項の規定にかかわらず、設置等の計画についての周知活動（以下「ＰＲ活動」とい
う。）を行うことができる。この場合において、申請者は、配布する資料 及びホームページ等の見
やすい場所に、次に掲げる事項を明示しなければならない。  

（１）設置計画は現在認可申請中であり、認可されたものではないこと。  

（２）計画内容は予定であり、今後変更される可能性があること。  

３ 申請者は、入学希望者等から問い合わせがあった場合その他設置等の計画について 説明を行うと
きは、前項各号に掲げる事項について、誤解が生じないよう適切に説明しなければならない。  

４ 申請者は、ＰＲ活動及び前項の説明において発信する内容について、事実と相違する内容又は認
可申請書等の記載内容と矛盾する内容を表示してはならない。  

（準用規定）  

第２３条 学校法人（高等学校、中学校、小学校又は特別支援学校）の寄附行為及び寄附行為変更の
認可に関する審査基準第３条から第９条まで、第１１条及び第１２条の規定は、この審査基準に基
づく認可（実施区域の変更に伴う広域の廃止及び収容定員の減に係る学則の変更を除く。）について
準用する。この場合において、同審査基準第 ３条第１項第２号中「高等学校設置基準（昭和２３年
文部省令第１号）」とあるのは「高 等学校通信教育規程（昭和３７年文部省令第３２号）」と、同項
第３号中「児童・生徒 数及び学級数」とあるのは「生徒数」と、第１２条各号中「既設校」とある
のは「既 設校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規 定する大学及び高等専門 学校
を含む。）」と読み替えるものとする。  

（設置認可等の提出期限）  

第２４条 この審査基準に基づく認可申請（実施校の設置者及び収容定員の減及び広域 通信制課程
（収容定員の増に係るものを除く）に係る学則の変更に係るものを除く。） をしようとする者は、
実施校開設予定年度又は学則変更予定年度の前々年度の９月 ３０日までに別で定める計画書を知事
に提出するものとする。  

２ 申請書の提出は、前項の計画書の了承に基づき、計画の達成が確実となった時期に、 関係書類を
添えて、速やかに行うものとする。  

３ 広域通信制課程に係る学則の変更に係る認可申請のうち、通信教育連携協力施設の設置、変更又
は廃止に係るものをしようとする者は、学則変更予定日の１年前までに 学則変更認可申請書を知事
に提出するものとする。  

４ 前項に規定するもの以外の広域通信制課程の学則変更申請（軽微な変更として文部科学省令で定
めるものを除く。）をしようとする者は、学則変更予定日の６か月前まで に学則変更認可申請書を
知事に提出するものとする。  

（審査期間の特例）  



第２５条 知事は、必要があると認める場合であって、かつ校舎の建築を伴わず、教育上支障のない
ことが確実と認められる場合に限り、前条第１項に基づく計画書及び同 条第３項に基づく学則変更
認可申請書の提出期限について弾力的に取り扱うことがで きるものとする。  

（構造改革特別区域法に基づく学校設置会社の特例） 

 第２６条 構造改革特別区域法第１２条第１項の規定による認定を受けた計画に基づき、 同項に規定
する学校設置会社が実施校の設置及び学則の変更の認可を受けようとする 場合には、第２３条の規
定は、適用しない。この場合において、学校設置会社の組織、 資産、会計等に関し必要な事項は、
知事が別に定める。  

附則  

この基準は、平成１４年７月１日から施行する。  

附則  

（施行期日） 

 第１条 この基準は、令和６年４月１日から施行する。  

（認可の申請に係る審査に関する経過措置）  

第２条 施行日以前に計画書の提出があった申請に係る審査については、なお従前の例による。 

 附則  

（施行期日）  

第１条 この基準は、令和８年３月１６日から施行する。  

（認可の申請に係る審査に関する経過措置）  

第２条 施行日以前に計画書又は学則変更認可申請書の提出があった申請に係る審査については、な
お従前の例による。 

 

私立幼稚園の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準 

 

（趣旨） 

第１条 私立幼稚園（以下「幼稚園」という。）の設置認可及び収容定員変更の認可等については、 

法令の定めるもののほか、この審査基準の定めるところによるものとする。 

（名称） 

第２条 幼稚園の名称は、幼稚園の目的にふさわしいものであり、かつ、県内の他の幼稚園と同一又 

は紛らわしくないものとする。 

（設置者） 

第３条 幼稚園の設置に係る設置者は、学校法人等（学校法人、宗教法人及び社会福祉法人）とす
る。 

（位置等） 

第４条 幼稚園の位置等は、幼児の教育上適切な環境であることのほか、次の各号のいずれにも該当 

するものでなければならない。 

（１）周辺の既設幼稚園（私立幼稚園以外の幼稚園を含む。次号において同じ。）から直線でおおむ 

ね１㎞以上の距離を保っていること。 

（２）幼児数の確保が客観的に可能であり、周辺の既設の幼稚園と不当に競合するものでないこと。 

なお、幼児数の把握は、原則として当該幼稚園（予定地）を中心におおむね半径１㎞にかかる小
学校学区（所在学区及び隣接学区）の幼児人口を基本として当該市町村の就園率及び近隣幼稚園
の定員等を考慮した次の算定式により行うものとする。 

 

 

 

定員 
 

 

（開設の時期） 

第５条 幼稚園の開設は、４月１日とする。 

（幼稚園の規模） 

第６条 幼稚園の規模は、収容定員１６０人を標準とする。ただし、地域の事情によっては、これを
下回ることも差し支えないものとするが、この場合は原則として収容定員１２０人以上とする。 

２ 収容定員の最大規模は、原則として３２０人とする。 

（１学級の幼児数） 

≦ 

当該小学校学区 

３，４，５才児 

人口の合計 
× 

当 該 市

町 村 の

就園率 
－ 

当該小学校学区所

在幼稚園の定員の

合計 



第７条 １学級の幼児数は、３５人以下を原則とする。 

（施設及び設備） 

第８条 幼稚園の施設及び設備は、次に掲げるとおりとする。 

（１）園地は、園舎等建物敷地、運動場及びその他教育上必要な土地とし、原則として１，５００㎡
以上であること。 

（２）園舎及び運動場の面積は、幼稚園設置基準（昭和３１年文部省令第３１号）別表第１及び第２
に定める面積以上であること。 

（３）保育室の面積はおおむね５３㎡以上、遊戯室の面積はおおむね１００㎡以上であること。ま
た、保育室と遊戯室は原則として兼用しないこと。 

なお、３才児専用の保育室及び遊戯室を設置する場合、３才児の発達の特性を考慮し、この限
りでないものとする。 

（４）園具及び教具の種類及び数量は、別表を標準とする。 

２ 幼稚園の施設（園地を含む。）及び設備は、負担付き又は借用のものであってはならない。ただ
し、特別の事情があり、かつ、教育上支障のないことが認められる場合においては、この限りでな
い。 

３ 園地には、教育目的以外のために使用される施設及び設備を設けてはならない。 

（園長） 

第９条 園長は、原則として常勤とする。 

（収容定員増加等の認可） 

第１０条 幼稚園の設置及び収容定員増加に係る園則の変更認可については、学校法人（幼稚園及び

専修学校又は各種学校併設幼稚園）の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準第１１条

の規定を準用する。この場合において、同審査基準第１１条の各号中「既設の学校（以下「既設

校」という。）」とあるのは、「既設の学校（幼稚園を除く学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する学校を含む。以下「既設校」という。）」と読み替えるものとする。 

２ 学校法人以外の幼稚園設置者による新たな学校法人立幼稚園の設置認可については、学校法人

（幼稚園及び専修学校又は各種学校併設幼稚園）の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査

基準第１１条の規定を準用する。 

３ 既設幼稚園がその所在小学校学区と異なる小学校学区に所在地を移動する場合は、原則として、

既設幼稚園の廃止及び新たな幼稚園の設置として取り扱うものとする。 

（計画書等の提出） 

第１１条 幼稚園を設置しようとする者及び収容定員増をしようとする者は、幼稚園開設予定年度又

は収容定員変更予定年度の前々年度の９月３０日までに別で定める計画書を知事に提出するものと

する。 

２ 申請書の提出は、前項の計画書の了承に基づき、計画の達成が確実となった時期に、関係書類を

添えて、速やかに行うものとする。 

附則 

この基準は、平成１４年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

  

 


